
丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課

丹波市役所 建設部 都市住宅課 

柏原町 全域 建ぺい率７０％ なし なし ・４０㎝ R7.4.1～ 全域 石戸
全域 3,000㎡以上 建築物：

（Ｓ３２．１２．２８決定）

建ぺい率60％
その他全ての区域

容積率　２００％
春日町 黒井、野村、平松 柚津、中山 建ぺい率７０％ なし なし ・３０㎝ R7.4.1～ 工作物：

稲塚、古河、多利 松森、広瀬 黒井 全域
小多利、池尾、多田 栢野、野瀬
七日市、野上野、東中 上三井庄 建ぺい率60％ （H18.4.1)
国領、棚原、朝日 下三井庄 その他全ての区域
石才、園部、歌道谷 鹿場
坂、野山、長王、新才 容積率　２００％
牛河内、山田 （H18.4.1)
（Ｈ５．７．３０指定）

丹波市 氷上町 石生、市辺 左記以外 建ぺい率７０％ なし なし ・３０㎝ 景観アセス 常楽・沼
大崎、北野 の区域 西中、成松 全域 ホテル・旅館
成松、西中、横田 等：
（Ｓ３２．１２．２８決定） 建ぺい率60％
全域指定 その他全ての区域 (H14.4.1)
（Ｓ４２．１１．２２変更）
一部減少 容積率　２００％

市島町 全域 全域６０％　/２００％ なし なし ・５０㎝ 市島の一部
（H16.5.18指定） 上・中・下竹田 ぱちんこ店：

徳尾、矢代
上・下鴨阪
・上記以外
40㎝

山南町 なし 全域 建ぺい率７０％ なし なし ・３０㎝
谷川地区（区域図参照） 全域

建ぺい率60％
その他全ての区域

容積率　２００％
青垣町 なし 全域 建ぺい率７０％ なし なし ・５０㎝ 遠阪の一部 全域

佐治地区（区域図参照） 全域

建ぺい率60％
その他全ての区域

容積率　２００％
・応相寺分譲地
　建ぺい60％ 容積率120％
・フォレスト神楽分譲地
　建ぺい30％ 容積率50％

その他
※２２条指定　特定行政庁が指定した地域

・屋外広告物条例（兵庫県）に基づく許可申請・届出等

５．隣地斜線制限　　20m＋1.25勾配 ・開発申請 ・公拡法（土地売買制度）・・・売買契約前に手続き
制限建築物 平均地盤面 日影時間 届出 都市計画区域内の土地 10,000㎡以上
高さ１０ｍを超える ４ｍ ４Ｈ／２．５Ｈ 申出（市等） 都市計画区域内の土地 200㎡以上

宅地の区画割数
高さ１０ｍを超える ４ｍ ４Ｈ／２．５Ｈ 住戸又は住室共同住宅戸数
高さ１０ｍを超える ４ｍ ４Ｈ／２．５Ｈ 都市計画区域内の土地 5,000㎡以上
高さ１０ｍを超える ４ｍ ４Ｈ／２．５Ｈ 都市計画区域外の土地 10,000㎡以上
高さ１０ｍを超える ４ｍ ４Ｈ／２．５Ｈ ・太陽光発電
なし 事業区域の面積（市条例）
なし 事業区域の面積（県条例） ・緑条例（届出・協議・通知）

区画形質形状変更面積
※詳しくは各担当窓口等へお問合せください。 （3,000㎡以上及び、森を守る区域については県民局案件）

500㎡以上～3,000㎡未満
5,000㎡～

200㎡～5,000㎡未満

届出

（届出は契約の日から2週間以内に提出）

R7.4.1～
「宅地造成等
工事規制区
域」又は「特
定盛土等規
制区域」

R7.4.1～
「宅地造成等
工事規制区
域」又は「特
定盛土等規
制区域」

１．建築基準法４６条壁面指定区域なし
２．積雪量は全地域短期荷重２０Ｎ／㎡・㎝

丹波市内規制概要 （都市住宅課）
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非線引区域

用途地域
無指定地域

（市内全域）

※特定用途制限
地域有り
（氷上町・柏原町
の一部）

開発区画形質形状変更面積 1,000㎡以上

３．風圧力　告示1454号　地表面粗度区分Ⅲ　風速V0（二）　32m/秒
４．道路斜線制限　　　　　　　1.5勾配

多田地区整備計
画

・国土法（土地売買等届出制度）・・・売買契約後に手続き

発電用風力
設備・観覧
車：高さ31m
超

石生駅西周辺地
区整備計画延べ面積

500㎡以上
又は客室数
が10室以上

第１種低層住居専用地域
軒高７ｍ又は地上
階数３階以上

１．５ｍ ４Ｈ／２．５Ｈ
（届出は譲渡する日の3週間前までに提出）

用途地域指定無し区域（容積200％）

地図指定（緑条例歴史的な
町と同区域）

船城地区
以外は字
廃止

近隣商業地域（容積３００％）
近隣商業地域（容積２００％）

3区画以上

露天駐車場や資材置き場 2,000㎡以上
1戸の建築物の延べ床面積 500㎡超

準工業地域

3戸以上
第１種住居地域 特定工作物の建設
第２種住居地域

第２種中高層住居専用地域
その他

緑条例

市ノ貝,乙河内,
端,北奥,前地,
長者台,坂折,
後地,末谷,塚
原,岩戸,戸平

２２条指定
地域環境
形成地区

計画整備
災害危険区
域

高さ12mを
超え又はそ
の敷地の用
に供する土
地の面積が
500㎡を超
えるもの

坂・野山の一
部 国領区整備計画
下三井庄の一
部

　　　　　　　　　　丹波市内法規制概要

合併浄化槽

延べ面積
200㎡又は
ぱちんこ台
数100台以
上 奥野々篠場,山

田,笛,下滝,青
田,広田,上滝,
阿草,奥山,畑
内,北太田,笛
路,山崎と応地
の一部

建築基準法

垂直積雪量
宅地造成等
規制区域

都市計画法
開発許可

景観形成に
関する条例

高さ12mを
超え又は建
築面積が
500㎡を超
えるもの

０７９５-７２-０５００（代）

０７９５-７４-２３６４（代）

地域区分
都市計画区域：市行政区域全域

旧都市計画区域 H24.5.1指定区域 区域区分
建ぺい率・容積率

（H16.5.17容積率改正）
６．１．４指定



条 例 等

兵庫県　工業立地の適正化に関する条例

窓口：丹波市商工振興課

兵庫県　総合治水条例（土木監理課） 1ha=10,000㎡以上の開発行為（第11条） 土壌汚染対策防止法 形質変更する面積3,000㎡以上（水大気課）　着手30日前までに

着工の90日前
までに届出

窓口：丹波市商工振興課

工場立地法
◆目的：工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、工場立地に関する調査を実施し、準則等を公表し、勧告、命令
を行うことで、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与すること
◆業種：製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業（水力、地熱、太陽光発電所は除く）
◆規模：敷地面積9,000㎡以上
※敷地面積が9,000㎡未満であっても建築面積が3,000㎡以上の場合は、工場立地法の届出が必要です。
※既存工場に隣接して増設する場合は、既存工場の敷地・建築面積を含む面積をいいます。

◆目的：県土の秩序ある発展と県民の福祉の向上に寄与するこ
と
◆対象：製造業のうち生産設備を有するもの
◆規模：敷地面積1,000㎡以上9,000㎡未満
※敷地面積が9,000㎡未満であっても工場立地法の届出をした
場合は、工業立地の適正化に関する条例の届出は不要です。
※既存工場に隣接して増設する場合は、既存工場の敷地・建築
面積を含む面積をいいます。

　　　開　　発　　申　　請　　関　　係　　一　　覧　　表 R6.12.10改訂
面   積

０㎡～ 1００㎡～ ５,０００㎡～ ９,０００㎡～

丹波市太陽光発電施設と地域環境との調和に
関する条例
開発申請（丹波市）
窓口：丹波市都市住宅課

事業区域の面積：200㎡以上5,000㎡未満　市条例対象

5,000㎡以上　県条例対象（兵庫県庁 建築指導課）
窓口：丹波市都市住宅課

（経由・進達）

１０,０００㎡～

都市計画区域内の開発等の工事　【建築物の建築又は特定工作物の建設を目的とした開発】
（宅造を含む）面積：3,000㎡以上　　※駐車場や資材置き場は、土地の区画形質の変更があっても開発行為にあたらない
　
※兵庫県の総合治水条例により、1ha以上の開発（太陽光発電施設含む）については重要調整池の設置が義務付けとなる

備　考

丹　波　市　開　発　指　導　要　綱

開発申請（丹波市）
窓口：丹波市都市住宅課

（目的）
無秩序な開発を防止し、開発区域及びその周辺地域における災害を防止すると
ともに、良好な環境の形成を図り、以って公共の福祉の増進に寄与することを目
的とする。

土地の区画形質形状の変更、建築物の建築（土地の区画形質形状の変更を伴わない場合の建築物の建築に於いても該当する）特定工作物の建設をいう
※開発区域面積：1,000㎡以上、※露天駐車場・露天資材置場 2000㎡以上
※宅地の区画割が３以上、※３以上の住戸等を有する共同住宅等の建築、※１戸の延床面積500㎡以上（土地区画形質形状の変更を伴わない増築含む）
※都市計画法に基づく特定工作物の建築

上位法
都市計画法

第29条

２００㎡～ ２,０００㎡～ ３,０００㎡～５００㎡～ １,０００㎡～

〃

大規模集客施設・大規模小売店舗の立地

届出申請（丹波県民局）
窓口：丹波市都市住宅課（経由・進達）

店舗面積1,000㎡以上（物品販売業を営む店舗・飲食店・映画館、劇場又は観覧場）

様　式：丹波県民局まちづくり建築課・兵庫県都市計画課
提出先：丹波市都市住宅課（経由・進達）

１００,０００㎡～

都　市　計　画　法

開発申請（丹波県民局）
窓口：丹波市都市住宅課
　　　　（経由・進達）

※日影規制
制限を受ける建築物の高さ10m超える建築物　　測定する平均値地盤面高さ4ｍ
5m＜L＜10ｍ　4時間以上　／　10ｍ＜L　2.5時間以上
※特殊建築物（集会所・病院・工場・学校外）の接道
１か所で4ｍ以上（その他2m以上）
※道路斜線／隣地斜線
1.5勾配　／20ｍ＋1.25勾配

緑豊かな地域環境の形成に関する条例

森を守る区域・許可（本庁）

許
可

森を守る区域　面積：500㎡以上
　
受付：丹波市都市住宅課　本庁（県）許可

森を生かす区域
さとの区域
歴史的な町の区域

協
議
協
定

さとの区域
(250㎡あたり高木1本　緑地20％以上）
歴史的な町の区域
（500㎡あたり高木1本　緑地10％以上）

面積：500㎡～3,000㎡未満

受   付：丹波市都市住宅課
協議先：丹波市都市住宅課

面積：3,000㎡以上

受   付：丹波市都市住宅課
協議先：まちづくり建築課　　　提出先：丹波市都市住宅課（経由）

まちの区域
届
出

まちの区域
(500㎡あたり高木1本　緑地10％以上） 同　上 　　　　　　　　同　上

景観の形成等に関する条例

様式：丹波県民局まちづくり建築課
届出：丹波県民局まちづくり建築課
窓口：丹波市都市住宅課（経由）

（目的）　この条例は、優れた景観を創造し、又は保全するとともに、大規模建築
物等の地域の景観との調和を図るため、景観に影響を及ぼす行為の届出等に
関して必要な事項を定め、もって魅力あるまちづくりと文化的な県民生活の確保
に寄与することを目的とする。

建築物で高さ12ｍを超え、又は建築面積が500㎡を超えるもの
工作物で高さ12ｍ（当該工作物が、建築物と一体となってされる場合にあっては、その高さが8ｍを超え、かつ当該建築物等の高さとの合計が12ｍ）を超え、又はその敷地のよ
うに供する土地の面積が500㎡を超えるもの　（「届出」：一般的なもの、「協議」：高さ31ｍを超えるもの、「通知」：国・県事業及び仮設のもの）

福祉のまちづくり条例

届出：県土整備部まちづくり局都市政策課
窓口：健康福祉部社会福祉課

学校、病院又は診療所、劇場、観覧場、映画館又は演芸場、集会場又は公会堂、官公署、老人ホーム、保育所、福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター、運動施設、博物館、美術館、図書館、銀行、自
動車教習所、公共交通機関、公衆便所等

展示場、百貨店（物品販売業）、ホテル・旅館、遊技場、公衆浴場、飲食店、理髪店、クリーニング店・貸衣装屋、学習塾・華道教室、囲碁教室等その他これらに類するもの
路外駐車場

※長屋住宅は対象外 共同住宅・寄宿舎（住宅21戸、寄宿舎で床面積2,000以上又は床面積51室以上）・工場・事務所（床面積3,000㎡以上）
大規模開発及び取引事前指導要綱

取引：開発申請（県）
窓口：丹波市都市住宅課

（目的）
この要綱は、国土利用計画法の円滑な施行と県土の適正な利用を図るため、開発行為の協議に関し
必要な事項を定め、無秩序な土地利用を防止し、もって県民の福祉に寄与することを目的とする。

土地等面積：10ｈａ以上の開発
様式：まちづくり局土地利用対策室
　　                     土地利用調整課
提出：丹波県民局まちづくり課・県庁

ゴルフ場関係
等

森　　　林　　　法　（5条）

開発申請
窓口：農林事務所治山課

・林地開発許可制度の対象となる森林
　森林法第5条の規定により都道府県知事がたてた地域森林計画の対象民有林。
　ただし、保安林、保安施設地区の森林を除く。（森林法第10条の2第1項）

森林等面積：5,000㎡以上（太陽光発電施設）、10,000㎡以上（宅造等を含む）
様　 式：農林事務所治山課
提出先：農林事務所治山課：県庁森林保全課

小規模開発に関する取扱い（森林）
開発計画書（伐採）
窓口：丹波市農林振興課

森林の開発行為面積が０．８ヘクタール以上の場合は、「小規模林地開発取扱要領」に基づく計画書の提出

丹波農林振興事務所森林課
国土利用計画法第23条

土地売買等届出（県）
窓口：丹波市都市住宅課

２３条（土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出）
土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転または設定を受けることとな
る者は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市
町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。

都市計画区域内
面積：5,000㎡以上の取引
様　 式：丹波市都市住宅課
提出先：丹波市都市住宅課

１．契約者の指名住所　　　　　４．土地に関する権利の種類及び内容
２．契約締結年月日　　　　　 　５．土地の利用目的
３．土地の所在及び面積　　　 ６．取引価格

契約日から2週間以
内権利取得者申請

環境基本条例（自然保護条例施行規則家畜飼
養施設に関する条例施行規則、家畜飼養施設
に関する条例施行規則）
産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する
条例
窓口：丹波県民局環境課

○家畜飼養施設に関する条例施行規則

○砂埋立て等の区域の面積が1,000㎡以上で、埋立て前の地盤の最も低い地点と埋立後の最も高い地点との垂直距離が１ｍを超えるもの（特定事業）

公有地の拡大の推進に関する法律
土地の先買い制度

土地売買等届出（県）
窓口：丹波市都市住宅課

地方公共団体に対する届出：
申出:都市計画区域内面積：200㎡以上

届出:都市計画区域内面積：10,000㎡以上

様　 式：丹波市都市住宅課

提出先：丹波市都市住宅課

（目　的）
この法律は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに
関する制度の整備、地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うこと等を目的とする
土地開発会社の創設その他の措置を講ずることにより、公有地の拡大の計画的な推進
を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的とする。

　（質問）公有地の拡大の推進に関する法律による土地の買取申し込みについて
　（回答）公有地の拡大の推進に関する法律は、県・市町村等が、住みよい街づくりのために
　　　　　 必要な道路、 公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、公
           有地の拡大の推進に関する法律（公拡法）が制定されましたので公共用地が必要
           でなければおそらく買取らないでしょう。（面積要件は、一売主に対して）

契約前
売主申請


